
令和７年度 第２１回 管工事技術研修会

総合評価方式・工事成績について

令和７年１０月２日
ＹＭｆｇ維新セミナーパーク
山口県土木建築部建築指導課
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県資料

１ 総合評価方式の注意点

２ 工事成績向上のために



総合評価方式の注意点
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山口県土木建築部の入札制度
3

入札制度
予定価格・
工事難易度

指名競争入札

一般競争入札
（総合評価方式）

特別簡易型
（自己採点方式）

簡易型
（自己採点方式（試行））

標準型

低・易

高・難

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）

※総合評価方式の型式（特別簡易・簡易・標準）の区別は入札公告（4 入札の方

法）に記載されています。

※入札制度について最新の情報は、技術管理課のHPを確認してください。

・入札・契約に係る要綱等

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23406.html

・総合評価方式による競争入札

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23448.html#4



一般競争入札（総合評価方式）
4

◼「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（H17.4施行）の趣旨に

基づき、より安全で品質の高い社会資本整備を進めていくために導

入された。

◼従来の「価格競争」から、「価格と品質で総合的に優れた調達」を目的

とする。

◼工事の技術的難易度などにより ［特別簡易型］、［簡易型］、［標準

型］に分けられる。

◼技術的評価点と入札価格により、評価値を算定し、評価値の最も高

い者を落札者とする。 （評価値＝技術評価点／入札価格※）

※調査基準価格未満の場合は調査基準価格

◼技術評価点＝標準点（100点）＋加算点＋履行確実点

◼加算点は、技術提案資料により評価される。

（特別簡易型：0点～10点、簡易型：0点～20点、標準型：0点～30点）

◼履行確実点は、入札価格が調査基準価格以上の場合に5点、調査基

準価格未満の場合は0点となる。

総合評価方式とは ※技術管理課HP情報の要約

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）
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一般競争入札（総合評価方式）

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）

特別簡易型総合評価方式一般競争入札の例

■予定価格（税抜）：50,000,000

■調査基準価格（税抜） ：47,000,000

■入札価格（税抜）

Ａ社 48,000,000

Ｂ社 45,000,000 （→調査基準価格未満→履行確実点0点）

■技術評価点

Ａ社 100+10（加算点(満点)）+5（履行確実点）＝115点

Ｂ社 100+10（加算点(満点）)+0（履行確実点）＝110点

■評価値

Ａ社 115/48,000,000＝2.39×10-6 （落札）

Ｂ社 110/47,000,000＝2.34×10-6

（参考） 調査基準価格未満での応札は不利・・・



◼入札参加者が自己採点を記載したうえで技術評価資料を提出する
もの。（簡易型の「簡易な施工計画」は自己採点の対象外）

◼県は評価値の最も高い入札者の提出した技術提案資料を審査する。
◼自己採点の得点に誤りがあった場合、審査後の点で評価値を算定
する。（過大評価の場合のみ修正（減点）、過小評価は修正しない）

自己採点方式とは

［特別簡易型］と［簡易型］の技術評価項目
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◼「企業の技術的能力」、「配置技術者の技術
的能力」、「企業の地域精通度・地域貢献度」
を評価する。

特別簡易型

◼［特別簡易型］の評価項目に加えて、「簡易な
施工計画」を評価する。

◼「企業の技術的能力」に「優良建設工事表彰」、
「ISO認証等の取得状況」を評価に加える。

簡 易 型

一般競争入札（総合評価方式）

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）
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一般競争入札（総合評価方式）

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）

簡易型総合評価方式一般競争入札の評価値の公表例

・評価値の最も高いA社の技術提案資料のみを審査

・審査結果により評価値が逆転した場合は、次点のＢ社を審査（以下繰り返し・・・）

・「★」の付いている項目は、自己採点のままの意味（県では確認していない）



8

一般競争入札（総合評価方式）

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）

簡易型総合評価方式一般競争入札の評価値の公表例

・過大評価の場合のみ修正（減点）、過小評価は修正しない

・過大評価を修正（減点）する場合は、理由を「※」で記載する

県で審査 自己採点、最も高い評価値の技術提案のみ県で審査



技術提案資料（特別簡易型）作成の注意事項
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○○○○(株)

プルダウンから選択 資料枚数を記載

公告になければ対象外

対象外

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）
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技術提案資料（特別簡易型・簡易型）作成の注意事項

■工事成績評定点

・技術管理課から通知された自社の発注業種（管工事業）の工事成績評定点の区分を選択する。

・「実績なし」でも0.5点入るが、「未選択」だと0点となるので注意。

■継続学習(CPD)制度の取組状況

・配置技術者が、（公社）日本建築士会連合会（１年間に12単位以上）又は（一財）建設業振興基

金（１年間に12単位以上）のＣＰＤを取得している証明書がある場合に評価される。

■技能士の活用

・通常、設計図書で指定しており、公告では指定していないので「指定なし」（1点）を選択する。

・公告で指定してある場合、「活用有り」（1点又は0.5点）を選択する。

・公告で指定していないのに「活用無し」を選択すると0点になるので注意。

※ 自己採点が「過小評価」の場合、県は修正しない、「過大評価」の場合は、修正（減点）する

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）
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技術提案資料（特別簡易型・簡易型）作成の注意事項

■地域活動実績

・山口県内の公共施設での、企業としてのボランティア活動・清掃・植栽等の活動内容が、主催者

等からの証明書・感謝状で確認できる場合、評価される。

・公共施設の維持管理や美化を想定しているので、公共施設での講演・講習等は評価対象となら

ない。

■県内資材の活用

・通常、公告で「水槽類」、「ポンプ類」、「空調機器類」等が指定されるので、「全量活用」（2点）を

選択する。

・公告で指定していない場合、「指定資材無し」（2点）を選択する。

・公告で指定してあるのに「指定資材無し」（2点）を選択した場合、2点と表示されるが、県の審査

では0点となるので注意。

・「活用しない」を選択した場合も0点。

※ 自己採点が「過小評価」の場合、県は修正しない、「過大評価」の場合は、修正（減点）する

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）



技術提案資料（簡易型）作成の注意事項

12

○○○○(株)
プルダウンから選択

公告になければ対象外

対象外

資料枚数を記載

特別簡易型との違い

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）
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技術提案資料（簡易型）作成の注意事項

◼公告において、当該工事の施工に関し重要な項目（配管の施工など）

を2項目程度指定される。

◼簡易型で求めているのは、簡易な施工計画であるので、発注者が求

める事項に関する基本的な事項（標準仕様書の記載内容等）を満足し

ていれば評価する。

◼法令違反となる記載、発注者が求める事項を全く記載しない、県の仕

様より低い（甘い）仕様を記載した場合、欠格となるので注意。

◼「必要に応じて・・」「状況に応じ・・」などの曖昧な表現の記載は評価さ

れない。

発注者が求める事項（品質管理）

簡易な施工計画作成のポイント

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）
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技術提案資料（簡易型）作成の注意事項

※ R7年4月現在の入札制度（今後、変更される可能性もあるので注意）

◼公告において、当該工事の安全対策、環境対策等について、最大2

提案の具体的な記載を求めている。

◼提案する事項について、具体的な実施状況を、写真や記録で確認で

きるものを評価する。

◼法令違反となる記載、県の仕様より低い（甘い）仕様を記載した場合、

欠格となるので注意。

◼法令遵守事項や指示事項で指定されている事項を記載しても評価さ

れない。

◼「必要に応じて・・」「状況に応じ・・」などの曖昧な表現の記載は評価さ

れない。

受注者が提案する事項

簡易な施工計画作成のポイント
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技術提案資料（簡易型）作成の注意事項

■山口県優良建設工事表彰

・公告で指定された年に表彰されていた場合、評価される（１点）。

■ＩＳＯ、労働安全衛生マネジメントの認証

・技術提案資料提出日時点で認証が有効である場合、評価される（0.5、１点）。

（工事期間中に、認証の有効期限が切れる場合は、更新後の認証状況が確認できる資料を監督

職員に提出が必要。（確認できない場合は、完成時の工事成績評定が3点減点される。）

※ 自己採点が「過小評価」の場合、県は修正しない、「過大評価」の場合は、修正（減点）する

※ R7年4月現在の入札制度（今後、変更される可能性もあるので注意）



工事成績向上のために
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工事成績はどうやって決まるのか？
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現場はよくできたと思うし、
監督職員からも大きな指摘は
受けなかったけど、
工事成績が思ったより高くない。

なんでだろう･･･？

■工事成績はどうやって決まるのか？
技術管理課のHPを確認
監督・検査・評定関係・基準等

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23405.html

工事の成績評定は、「工事成績評定要領」で監督職員及び技術検査職員が、「工事
成績評定表」によって行うと規定

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）



工事成績評定表
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※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）



工事成績評定表
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※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）

技術検査職員加減点
+35～-65点×0.5

監督職員加減点

+35～-65点

基本評価点＝65点＋監督職員加減点×0.5＋技術検査職員加減点×0.5

評定点＝基本評価点－法令遵守等＋VE評価



工事成績評定表
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※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）

◼施工体制、施工状況、出来形及び出来ばえ、高度技術、創意工夫、社会

性から基本評定点（100点満点）を算定し、法令遵守等（減点）、VE評価

（加点）を加えて工事成績評定点が決定される

◼基本評定点は、65点に加減点（+35点～-65点）を行う

◼加減点の内、監督職員に50％、技術検査職員に50％が配点される

◼監督職員、技術検査職員の各考査項目ごとの加減点は、「工事成績採

点の考査項目の考査項目別運用表」により算定される

工事成績評定表について



工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表
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「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」は監督職員、技術検査
職員用の二十数ページ（100項目以上）のチェックリストで構成される。

このチェックリストに加点のチェックがたくさん入れば高評価となる。

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）



加点チェックを増やすには（一例）
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◼本支店等による十分な支援体制

→本支店と現場間で、定例会議や店社パトロールを実施するなど支援体制が整って
いるとことが、書面で確認できる

施工体制

◼一工程の施工の検査・確認の報告

→各施工工程における施工報告書による報告が適時行われ、適切な出来形・品質
管理が確認できる

◼独自のチェックリスト等の管理基準による管理

→管理基準やマニュアルに独自のチェックリストを定め、現場管理が日常的に行われ
ていることが、記録で確認できる

◼低騒音、低振動型建設機械の使用

→主要な建設機械で使用していることが、記録で確認できる

施工管理

◼休日・代休の確保

→通期や月単位の週休2日の達成が、記録で確認できる
工程管理

◼施工計画書等での出来形の管理基準設定・管理

→施工計画書、施工図、総合図等により、適宜、出来形を報告していることが確認で
きる

◼出来形管理の工夫

→基準より厳しい、独自の自社管理基準で出来形管理をしていることが、記録で確認
できる

出来形

◼ASP方式の工事情報共有システムの活用等 （追加資料を参照）創意工夫

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）
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※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）

加点チェックを増やすには（まとめ）

◼施工計画書作成時に、監督職員と共に工事品質の向上のための管理方

法について打ち合わせして、その工事の施工において管理すべきポイン

トを押さえ、作成すべき管理書類を決める。

◼施工計画書に基づいて、日常的に現場管理書類を作成し残す。（完成前

にまとめて記載しても、検査職員が書類を見ればわかります．．．。）

◼［試験記録］＝［写真］でなく、文書として作成して残す。

管理書類の作成

日時、実施者、試験方法、判定基準、試験箇所、試験結果、
不適時の是正内容、是正後の確認、現場代理人の確認、
写真（試験の証明）・・・などを試験記録に明記する



技術検査職員の工事成績評定・・・？

24

■技術検査職員は、工事の技術水準向上、建設業者の選定及び指導育成を目的に 

技術的検査と工事成績の評定を行う。 （他部署等の職員から任命される）

■監督職員と違い、施工途中の苦労や、問題解決までのプロセスなどを把握していな

いので、完成時の状態と施工管理書類で評価される。

■見栄え・施工の精度や丁寧さ・機器の配置などが最適でなく、手直しができない施工

箇所があると、高評価を受けにくい。

現場は設計どおりできて
いて当たり前
書類の良し悪しで評価

現場の悪いところは
印象に残りやすい

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）



総合評価方式における工事成績に関する注意事項
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◼「簡易型」の「簡易な施工計画（発注者が求める事項、受注者が提案する事項）」で

入札時に加点された項目は、技術提案資料の内容に沿った施工をし、完成検査時

に記録・写真で確認できるようにすること。（技術提案資料の内容に沿った施工し

ていなかった場合、工事成績評定から各-5点）

◼「ISO9001 の取得状況」、「ISO14001 の取得状況又は環境活動評価プログラムの

認証状況」、「労働安全衛生マネジメント等の認証状況」で入札時に加点された場

合、工事完成までに認証の有効期限が切れる場合は、その有効期限内に、更新

後の登録証の写し等、取得・認証状況を示す資料を提出すること。（認証が確認で

きない場合、工事成績評定から各-3点）

◼「標準見積書の活用」で入札時に加点された場合、施工体制台帳の写しを提出す

る際に、下請企業（二次下請以降を含む。）が提出した見積書を提出すること。（標

準見積書の活用状況が確認できない場合、工事成績評定から-5点）

◼「県内資材の活用」で入札時に加点された場合、購入実績が確認できる資料提出

すること。（県内資材の活用が確認できない場合、工事成績評定から-5点）

◼「県内企業の下請活用」で入札時に加点された場合、100 万円以上の下請負人

（二次下請以降を含む。）契約内容等が確認できる資料を提出すること。（県内企

業の下請活用が確認できない場合、工事成績評定から-5点）

「入札条件及び指示事項」
指示事項 10 総合評価方式に係る評価事項（抜粋）

※ R7年4月現在の制度（最新の情報は県HPの確認を）



ご清聴
ありがとうございました。

26

ちょるる

山口県ＰＲ本部長
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